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博物館法改正の議論が進んでいる。2021 年 5 月

現在，文化審議会博物館部会「法制度のあり方に

関するワーキンググループ」は 5 回の審議を重ね，

「登録制度」，「ネットワーク」，「学芸員制度」を中

心に議論を続けており，3 月 24 日の中間報告に続

き，部会においても 5 月 28 日の博物館部会で中間

とりまとめを議論しているところである（https://

www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/hakubutsukan/

hakubutsukan03/01/92359302.html，2021．7．5 参照）。

現在の博物館法改正には 2008 年に行われた前回の

改正から継続して議論されている論点とともに，

その後の状況によって生じた要請が盛り込まれて

いる。

今回の改正に向けては，今後各種の博物館関係

団体からの意見聴取も行われていく予定だとされ

ている。新たな博物館法が，社会と博物館現場に

よりよく受容され，博物館の改善と機能発揮に実

効的なものとして活用されていくことが望ましい。

そのためには，様々な要因で生じ蓄積されてきた，

制度上の矛盾や現在の博物館が抱える課題を解決

するものであることがのぞましい。本稿では，こ

うした課題を博物館法の議論に加えるため，議論

経過と合わせて整理を試みるものである。

1．底流にある「対話と連携の博物館」から 2008 

年法改正とその後の展開

山西・佐久間（2018）は，近年のさまざまな博

物館政策が『「対話と連携」の博物館― 理解への対

話・行動への連携 ― 』（「望ましい博物館のあり方」

調査研究委員会 2001，以下「対話と連携の博物館」）

が基礎となっていることを指摘した。この報告書

にある提言は，その後の博物館政策を概観し評価

するための手がかりになるだろう。「対話と連携の

博物館」の骨格部分ともいえるⅡ章では，委員会

は 4 つの基盤整備の重要性を述べており，「法的整

備」，「人的整備」，「財政的整備」，「体制整備」を

挙げている。まずはこの 4 つの分類に沿って概観

してみたい。

1）法的整備

法的整備とされた内容は博物館登録制度の改善

が主軸であった。登録博物館が全体のごく一部で

ある問題点を指摘し，博物館振興という法の目的

に沿っていない現状を指摘する。「博物館法」を中

心とする今の法的枠組みは，現代の社会的要請に

応えるには不備な点が多く，関連法規を含め全体

的な見直しをする必要が」あると指摘した。その

後 IV 章ではさらに詳細な議論がされている。

登録制度に関わる問題は 2001 年以降も博物館法

改正に向けた研究会などで議論が進められ，2006 

年には報告書として「新しい時代の博物館制度の

在り方について」（https://www.mext.go.jp/b_menu/

shingi/chousa/shougai/014/toush in/07061901.pdf，

2021．7．5 参照）が発行されるなど，そこから議

論が進んでいた。

2006 年報告書では当時の博物館制度の問題点と

して以下の 4点を示していた。

報告書や提言から読み解く博物館法改正に向けた課題報告書や提言から読み解く博物館法改正に向けた課題
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1. 博物館は，法制定時に比較して，形態，ニー

ズが多様化。

2. 博物館法上位置づけられる博物館は，博物館

全体の中では少数。

3. 学芸員の資格取得は，同類の資格と比較して

容易。

4. 博物館界は，博物館法改正を要望。

基本的に「対話と連携の博物館」の路線を引き

継いでおり，1. と 2. が登録制度改正の提言，3. が

学芸員制度改正の提言として報告書では展開され

る。さらに，「公立博物館には予算減，指定管理

者制度や市場化テストなど，私立博物館には公益

法人改革等，博物館は大きな変化の中にある」と

運営体制に関する危機感を示し，合わせて生涯学

習社会への対応を述べている。続く第 2 章では博

物館に求められる役割としてこれを発展させ生涯

学習につながる「市民とともに『資料を探求』し，

市民とともに知の楽しみを『分かち合う』博物館

文化の創造」を述べるとともに，多様な博物館の

あり方に対応し，資料の実態として動物園などの

生品から科学館の演示装置，町並みに至るまで多

様な資料のあり方を述べている。注目点としては

調査研究については「館の使命と計画に基づき行

われるべき」だと述べている。この報告書ではこ

れらを解決する手法として登録制度と学芸員制度

の改善について提言しているが，残念ながらこれ

らの提言は 2008 年改正では盛り込みが見送られて

しまった。登録制度の 2008 年法改正以降の動きは

別項に詳述する。

2）人的整備

「対話と連携の博物館」では学芸員の課題とし

て，「質・量ともに不十分」な現状を指摘していた。

質については養成制度以外にも，現役学芸員の資

質向上に関するものとして研修の充実，研究条

件，倫理規定など様々なものが示された。この他

にも IV 章では組織など様々な提言がされている。

これらのうち，倫理規定は文部科学省の諮問とし

て研究がなされ，2012 年に日本博物館協会から

「博物館の原則・博物館関係者の行動規範」とし

て公表された（https://www.j-mus e.or.jp/02program/

pdf/2012.7koudoukihan.pdf，2021．7．5 参照）。研

修については，2008 年改正で社会教育法とともに

第 7 条に「文部科学大臣及び都道府県の教育委員

会は，学芸員及び学芸員補に対し，その資質の向

上のために必要な研修を行うよう努めるものとす

る」と加えられたが，努力義務にとどまっている。

文化庁によりミュージアム・エデュケーター研修

（現ミュージアム・エデュケーション研修）や経営

層を対象としたマネジメント研修が開設されたが，

都道府県による研修は不活発である。学芸員の高

度化などを目指した養成制度については 2008 年法

改正では一部のみの改訂がなされ，養成課程など

の議論はその後の学術会議提言に繋がっている。

一方，量に関しては「対話と連携の博物館」が

議論された当時より，現在はさらに悪化している

とも言える。平成 30 年度社会教育調査からは「登

録博物館」914 館中，専任の学芸員が一人もいない

館，が 256 館にものぼるということが示されてい

る。配置されている学芸員も「会計年度任用職員」

であったり，非常勤職員を多く含んでいる。次に

示す指定管理者制度の弊害も含め抜本的な検討が

必要になっている。博物館法上の登録博物館の要

件である「博物館に，専門的職員として学芸員を

置く」という根幹がかなり脆弱な状況になってい

ることを端的に示している。

3）財政的整備

2001 年当時の提言でも交付金の拡充と公益法人

への税制優遇の課題をあげていた。しかし，地方

分権の推進によって交付金からの博物館への配分

額の決定は 自治体の裁量に委ねられるようになっ
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ており，より複雑さを増している。国から自治体

に配分される博物館の経費は社会教育費の一環と

して積算されているが，自治体は全体として使途

の見直しを進めており，さらに指定管理者制度な

どの 導入によって運営コストの削減を進めている。

このことによって多くの博物館 では固定費である

人件費の縮減につながり，人員不足と非常勤化が

進んでいる 側面が大きい。文化施設には様々な弊

害をもたらしている部分もある。（佐久間，2017；

金山，2020）。この弊害については従前より懸念さ

れており，2008 年博物 館法改正時の参議院文教科

学委員会付帯決議では，「国民の生涯にわたる学習

活 動を支援し，学習需要の増加に応えていくため，

公民館，図書館及び博物館等の社会教育施設にお

ける人材確保及びその在り方について検討すると

ともに，社 会教育施設の利便性向上を図るため，

指定管理者制度の導入による弊害につい ても十分

配慮して，適切な管理運営体制の構築を目指すこ

と」（下線筆者，https://www.sangiin.go.jp/japanese/

gianjoho/ketsugi/169/f068_060301.pdf，2021．7．5 参

照）と配慮要請がなされている。

税制優遇は，いわゆる公益法人制度の改革によ

り，公益財団法人への法人所得税優遇，寄付減税

などが実現した。しかし，法人への寄付制度は「ふ

るさと納税」などに比べ利便性が低く，手続きの

簡素化が必要な現状にある。また，公益法人の認

定要件の公益的な事業に博物館の運営などは認め

られているが，博物館活動に紐付いた公益認定で

はなく，あくまでも一般の公益法人の一つに博物

館を運営するものがあるに過ぎない状況である。

博物館の運営形態も指定管理者制度だけでなく，

地方独立行政法人や PPP 等による公設民営など多

様化している。こうした中において，公立だけで

ない多様な博物館をカバーした財政的整備のあり

方は重要な課題になっている。 

4）体制整備

「対話と連携の博物館」では使命の明示と市民参

画の重要性を上げている。「日本の博物館が『対話

と連携』を運営の基盤に据え，総合としての博物

館力を向上させようとする時，個々の博物館がそ

れぞれの個性を明確にし，館の目的，方針，目標

を新たな『使命声明書』として明らかにすること

は，対話と連携の前提として，また，市民の選択

ニーズに対応する手段として極めて重要だからで

ある。」として，法に沿った画一的な博物館ではな

く，それぞれの博物館が使命を明確にすることが

重要であると述べた。市民参画については，博物

館協議会の活性化など博物館運営への市民の参加

や友の会・ボランティア・市民学芸員などを重要

視し，生涯学習施設としての中核としての博物館

に必須であるとした。

その後，使命の明示については日本博物館協会

が 2004 年に「使命・計画作成の手引き」を発行し，

更に 2012 年の「博物館の原則」においても「博物

館は，使命に基づく方針と目標を定めて活動し，

成果を評価し，改善を図る」とその必要性を強調

している。博物館を市民社会の中で重要な存在と

し，市民参画を図ることは今時改正でもなお重点

になっている。

2．2008 年博物館法改正で残された課題とその後

の展開

2008 年の博物館法改正においては，法制化に向

けた議論がまとまらず，事前に議論されていた学

芸員制度と登録制度の改定が見送られた。「博物館

については・・・（中略）関係者の理解と協力を

得ながら登録制度の見直しに向けた検討を進める

とともに，広域かつ多岐にわたる連携協力を図り，

国際的に遜色のない博物館活動を展開できるよう

な環境の醸成に努めること」との平成二十年六月
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三日参議院文教科学委員会付帯決議がついたにも

かかわらず，議論は長らく停滞していた。

2011 年に発表された「博物館の設置及び運営上

の望ましい基準の見直しについて」では 2008 年改

正を受けて，生涯学習社会，危機管理への対応を

背景として示してはいるが，博物館の課題につい

てはそれほど多くの言及はしていない。学芸員の

配置が 1館あたり 1.2 人にとどまっていること，資

料購入費が低い水準にあることには厳しい状況と

いう見解を示すが，入館者数，講座・集会数など

で順調な状況を示し，指定管理者制度の導入感に

ついては中立的な表現に終止している。こうした

状況認識のもと，新しい「望ましい基準」の検討

に当たっての視点として，博物館の拡大した役割，

より高い基準としての「望ましい基準」，倫理規定，

多様な館種，規模の違いへの配慮，対象としてい

ない施設への考え方，数値基準の復活など様々な

論点の整理をしている。この報告書は法改正後の

問題整理という論調であり，新たな問題提起とい

う観点は少なかった。

このような状況を受けて，日本博物館協会は 

2013 年から「全国博物館大会」の決議として博

物館登録制度の課題を提起し続けた。さらに，

2014 年から「博物館登録制度のあり方に関する

調査研究」を自ら委員会を設けて検討を始め，2 

017 年に報告書を刊行した（https://www.j-muse.

or.jp/02program/pdf/tourokus eido.pdf，2021．7．5 参

照）。この報告書は 2008 年博物館法で見送られた

登録制度に集中するが，「博物館を取り巻く運営環

境が大きく変容するなかで，法律と各博物館の運

営実態との乖離が顕著化」していること，（対象外

の博物館が多いことで）「広く博物館の振興を図る

目的を果たす上で致命的な障害となっている」こ

とを指摘し，登録制度改善の必要性を強く述べて

いる。

この動きと並行して「日本学術会議　史学委員

会　博物館・美術館等の組織運営に関する分科会」

も提言「21 世紀の博物館・美術館のあるべき姿 ―

博物館法の改正へ向けて」（http://www.scj.go.jp/ja/

info/kohyo/pdf/kohyo-23-t243-1.pdf，2021．7．6 参照）

をまとめ，公表した。同委員会はさらに検討を加

え 2020 年に提言「博物館法改正へ向けての更なる

提言～ 2017 年提言を踏まえて～」（http://www.scj.

go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-t294-3.pdf，2021．7．

6 参照）として公表された。このうち，まず 2017 

年提言では，文化財保護行政と博物館の整合性の

必要をのべたうえで，1. 国立博物館と博物館制度

の整合性，2. 教育委員会制度や地方独立行政法人

制度など近年の法制度と博物館法の乖離，3. 研究

機関としての博物館の窮状，4. 学芸員への高度な

専門性の付与の必要性を現状認識の出発点とし，

博物館登録制度及び研究条件の改善と学芸員制度

改革を提言している。研究面の機能強化を主眼と

した提言であり，実際，学芸員制度も大学院での

研究能力獲得を重視している。さらに 2020 年提言

では，具体的な認証制度，学芸員制度の改善など

に言及している。新たな観点として「業務から離

れた自由な研究活動の意義」について述べ，独創

的な研究を可能にする予算措置・人員配置など研

究環境の整備を求めている。国際的ネットワーク

のハブ機関として機能できるよう「博物館力」の

向上を求め，インフラの整備，経済的なバックグ

ラウンドの確立の必要性を挙げている。研究のあ

り方については，文部科学省 2006 年報告書の「使

命に基づく研究」とは異なる見解が示されていた

とも言える。

このように 2008 年以降も様々な提言がされてき

たが，2018 年 6 月に博物館行政が文化庁に一元化

され，その後文化審議会の元に博物館部会を設置

するようになり，ようやく議論の舞台が整った状

況にある。
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3．2008 年改正以降に注目された課題

 

前章で言及した 3 件の報告書以外の法改正に影

響を与えている博物館の周辺状況を以下に示す。

1）文化財政策を巡る動向

文化財の保存活用を担う博物館の存在は引き続

き大きい。近年では，公開・保存だけでなく，人

材育成の場，専門人材を有する機関，文化財レス

キューなど博物館の役割が提言されている。地域

の未指定文化財の調査でも博物館が期待されてい

るところだ。一方，文化観光振興法では博物館な

どを「文化観光拠点施設」と位置づけ，「文化を

起点とした観光と経済の振興，これによる経済効

果が文化に再投資される好循環を創出することに

より，地域における持続的な文化振興と経済発展

を実現すること」が目的とされる（中尾，2021）。

この方向性は日本だけの動きではない。世界遺産

条約やラムサール条約など，自然と共存した開発

を模索する立場では「wise-use」など 1990 年代か

ら提唱されてきた概念とも共通する。2015 年の

ユネスコ勧告（後述）でも「経済的な発展，とり

わけ文化産業や創造産業，また観光を通じた発展

をも支援する」ことがミュージアムの役割の一つ

であると，はっきりと言及されている（栗原ら，

2019）。2019 年 ICOM 京都会議でも，大会セッショ

ンとして「博物館と地域発展」が開催され，同会

議に合わせて発行された OECD-ICOM レポート「地

方政府， コミュニティ， ミュージアム向けガイド」

（https://icomjapan.org/wp/wp-content/uploads/2020/03/

OECD-ICOMguide.pdf，2021．7．5 参照）も軌を一

にしている。ただし，国内においてはこのような

観光収入が文化や博物館に再投資される資金の流

れを明確に明示されておらず，また成功例と言え

るような構築事例は殆ど知られていない。インバ

ウンドによる入館者数や入館料収入の増はあって

も，負担増に消えてしまう費用がほとんどであり，

新たなサービスを整備できるような再投資が生ま

れる税からの還流や，寄付や新たな収入の仕組み

は構築できていない（佐久間，2021）。

2017 年に改正された文化芸術基本法は関連分

野に，社会的包摂やまちづくりなど社会課題と

文化芸術活動とをつなげる契機を与えた。博物館

においても，旧来の教育施設にとどまらず多義的

な機能を持たせる考え方が広がっている。例え

ば，国際的な動きとして UNESCO が 2015 年勧

告した「博物館及びその収集品並びにこれらの多

様性及び社会における役割の保護及び促進に関す

る勧告」（文部科学省仮訳 https://www.mext.go.jp/

unesco/009/1393875.htm，2021．7．5 参照）でも様々

な現代的課題と博物館の関係を掘り下げている。

ICOM 京都大会でも「持続可能性」「脱植民地主義」

「ジェンダー」など様々な課題が取り扱われ，提案

された博物館の定義には様々な社会課題に向き合

う博物館の姿が書き込まれていた。定義案は採択

されなかったものの，大会決議にはコレクション

の保全などの基本事項とともに，SDGs への対応や

コミュニティの課題への貢献などが書き込まれた。

日本の博物館も社会課題への取り組みへの要請を

直視する必要があるだろう。

2）全国的なセーフティネットの必要性

東日本大震災を始めとする近年の大規模災害は

文化財にも多くの被害をもたらし，対処のために

行政組織を超えた地域の博物館や文化財関係者の

ネットワークが大きな力を発揮し，さらに全国的

なネットワークがバックアップとして活躍した（佐

久間，2012）。その結果文化遺産防災ネットワーク

などの組織が整備され，その初動と連絡調整を担

う文化財防災センターが国立文化財機構奈良文化

財研究所に整備された。地方分権化が進んだ博物

館行政において，地方だけでできない事業がクロー



54

ズアップされたとも言える。

災害などの突発的な危機以外にも，財政的課題

が原因のゆっくりとした危機も深刻である。博物

館の閉鎖，管理者の人員不足などを背景とした収

蔵品の危機的な状況は，ときに博物館の閉鎖や収

蔵品の行方に危機をもたらす。夕張市の財政破綻

時に一部収蔵資料が国立科学博物館へ移管された

ように，破綻時の収蔵品保全に向けた法と体制が

必要になっている。

3）運営形態の多様化

現行の博物館法は，「第三章 公立博物館」，「第

四章 私立博物館」として運営形態を大きく二つに

区分して博物館を規定している。しかし今日，自

治体直営の博物館ばかりではなく，指定管理者制

度のような公設民営型のもの，独立行政法人や地

方独立行政法人によるもの，大学法人によるもの，

あるいは民設公営型のものまである。私立にも 

SPC や NPO など多様な形態が生まれている。一方

で株式会社など営利法人にも CSR 活動，社会貢献

活動など営利活動とは一線を画した事業が一般化

し，その中で博物館のような公益的活動も位置付

けられている。公立，私立をとわず，博物館は公

益的な存在である。ICOM の定義によっても非営利

組織である必要も求められる。しかしその実質の

判断は外形的な設置者要件だけでは難しくなって

いる。

4）研究拠点としての要請

学術会議の提言以外に，学術界に広がる人文科

学を含む基礎的な研究に対する危機意識，そして

福島第一原子力発電所事故を契機とする科学技術

に対する不信感など市民の学術一般に対する認識

への危機意識は，学術を支え，伝える機関として

の博物館への大学関係者からの期待となっている

部分があるだろう。しかし，第 6 期科学技術基本

計画などでをみても博物館政策は主流化している

とは言い難い。

もう一つ，学術情報全体の DX 化が進展する中で，

博物館の所蔵する資料情報の DX 化，並びに博物

館が発信している研究紀要，資料目録，図録など

の研究成果情報の DX 化が必要とされている側面

もあるだろう。デジタルベースでの研究を行って

いく上での博物館資料のデジタル化の遅れは，研

究活用の障害にさえなりうる。だとすれば，博物

館はこの要請をうまく追い風として生かす必要が

ある。学術会議の博物館への期待は強い。博物館

現場の問題を捉えて，というよりは学術界が博物

館に求めているあり方として読み解くことが必要

だろう。博物館は学術界だけでなく上記のような

様々な要請を受けて，かつ博物館現場が抱える課

題解決を図る必要がある。

4．登録・相当施設以外の博物館への目線

博物館法と，各種報告書を読み比べた場合の大

きな相違点は，各種博物館が登録・相当だけでなく，

これら以外の「博物館類似施設」呼ばれるものま

でを視野に入れて「社会の中で，学術の中で博物

館はどうあるべきかを」議論しているのに対し，

博物館法はあくまでも登録（及び相当）施設のみ

を規定していく法律になっていることである。結

果として，登録・相当以外の，博物館と名がつく

もののむしろ多数の施設を，博物館法は対象外に

してしまっている現実がある。社会教育・生涯学習・

文化観光の推進どれをとってもこれら多数の施設

を戦略に組み入れられないのは大きな痛手である。

この解決のためには 2 つのアプローチがある。一

つは博物館登録制度（認証制度）のハードルを実

質的なものにし，より幅広い博物館の登録を促し，

メリット付与により登録を促すことである。学術

会議の 2 種博物館の議論などにもその発想が見ら
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れ，新たな博物館登録制度にもこの方向が盛り込

まれることが期待される。

もう一つは博物館法における博物館の定義を，

現在の法の「所在する都道府県の教育委員会の登

録を受けたもの」という限定的な書き方を改め，

まずは ICOM のように広く博物館を定義するもの

として使命及び義務を明記し，その上で国が施策

として支援をする博物館登録制度を定めるという 

2 段階にすることである。このようにすることで，

登録博物館としてのメリットを受けない博物館で

も博物館として活動する拠り所を博物館法に求め

ることができ，より良い活動のために登録を目指

すと言う一貫性をもたせる事ができる。そしてこ

れら 2 つのアプローチは矛盾するものではなく，

同時に追求することができる。

各種報告書や提言が目指すような，「博物館法上

の博物館」以外の施設も博物館としてもり立てる

ことで，本来の意味で博物館行政を推進していく

必要は強い。「博物館法上の博物館」以外の施設に

目配りをできるような政策の根拠となる条項はぜ

ひとも必要ではないだろうか。

5．終わりに

博物館法の改正に向けた提言や報告書は，それ

ぞれの時点でそれぞれの視点から博物館の課題を

捉え，解決を模索したものである。これらの中に

は，現実の制度設計を目前に設定した現実主義的

なものも，本来あるべき姿を模索して理想像，目

標像的なものを描いたものも含まれている。一方

で近年，博物館界に求められている政策課題も大

きく変化しているが，その影響を受けて，博物館

現場も大きく揺さぶられてきた。その結果として

生じた現在の博物館現場の課題や歪みの解消を目

指し，政策化して博物館法の改正の中に位置付け

ていくことが欠かせない。しかし，別稿のアンケー

ト調査結果にまとめたように，理想像・目標像と，

現実の問題点の解決というステップの間には当然

ギャップもある。政策手段としての法改正には中

長期的な誘導目標と，現実の政策手段の根拠とし

ての両面性があるだろう。このギャップを認識し

て，解決していく必要がある。

博物館が社会の中にある以上，現代的課題に向

き合う必要が少なからずある。しかし，文化観光

を代表とした新しい課題が，資料を次の世代へと

つなぐ博物館の本質的価値を損なうものであって

はならないし，OECD レポートも本来の博物館機

能の充実が基本であることを述べている。今回の

改正が，現場に生じているそれらの歪みを解消し，

さらなる発展を促し，博物館と文化的活動の発展

の基礎となることを望む。
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